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する。 
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秋田県後期高齢者医療広域連合規則第２号 
秋田県後期高齢者医療広域連合財務規則の一部を改正する規則 

秋田県後期高齢者医療広域連合財務規則（平成１９年規則第１５号）の一部を

次のように改正する。 
目次中「第８０条・第８１条」を「第８０―第８１条」に改める。 
第２条第３号中「秋田県後期高齢者医療広域連合長が行う会計事務の補助組

織に関する規則（平成１９年秋田県後期高齢者医療広域連合規則第６号）」を「秋

田県後期高齢者医療広域連合会計管理者の補助組織に関する規則（平成１９年

秋田県後期高齢者医療広域連合規則第１９号）」に、「室」を「会計室」に改め、

同条第７号中「職務代理者」を「の職務代理者」に改める。 
第２５条第１項中「令第１６９条の４」を「令第１６９条の７」に改める。 
第７４条第３項中「非訴事件手続法（明治３１年法律第１４号）第１６０条」

を「非訟事件手続法（平成２３年法律第５１号）第１１８条第２項」に改める。 
第８８条中「建設業法（平成２４年法律第１００号）第１９条」を「建設業法

施行令（昭和３１年政令第２７３号）第６条第１項」に改める。 
第９８条中「令第１６７条の８第３項」を「令第１６７条の８第４項」に改め

る。 
第１１２条第２項中「第１１１条」を「前条」に改める。 
第１２１条第２項中「第１号」を「同項第１号」に「第６号」を「同項第６号」

に改め、同条第３項中「令第１６９条の４」を「令第１６９条の７」に改める。 
第１２４条第３項中「第４８条」を「第４９条」に改める。 
第１３７条中「施行令」を「令」に改める。 
第１４０条第１項中「市」を「広域連合」に改める。 
第１４７条中「施行令」を「令」に改める。 
第１７０条第２項中「節」を「章」に改める。 
第１８５条第１項中「、令第１２５条」を削る。 



別表第１中「別表第１（第４３条、第４４条、第４６条、第５０条関係）」を

「別表第１（第４３条、第４４条、第４６条、第５１条関係）」に改める。 
別表第４の表各課の項委任事項の欄中「前２項」を「前項」に改める。 

 
附 則  

この規則は、公布の日から施行する。 


